
2024.7　Satte City 

┃
1415

┃
このまちが好き幸手市　2024.7

納
期　

年
金
受
給
月（
４
月
、
６

　

月
、
８
月
、
10
月
、
12
月
、

　

令
和
７
年
２
月
の
全
６
回
）

▼
新
た
に
10
月
か
ら
特
別
徴
収

 

（
年
金
天
引
き
）に
な
る
世
帯

　

国
民
健
康
保
険
税
特
別
徴
収

額
決
定
通
知
書
と
納
税
通
知
書

の
２
種
類
を
郵
送
し
ま
す
。

納
期

対
象　

世
帯
主
が
年
金
受
給
者

　

で
、
つ
ぎ
の
要
件
す
べ
て
に

　

該
当
す
る
世
帯

①
世
帯
主
が
国
民
健
康
保
険
加

　

入
者
の
世
帯

②
世
帯
内
の
国
民
健
康
保
険
加

　

入
者
全
員
が
65
歳
以
上
75
歳

　

未
満
の
世
帯

③
世
帯
主
の
年
金
受
給
額
が
年

　

額
18
万
円
以
上
の
世
帯

④
介
護
保
険
料
と
保
険
税
の
合

　

計
額
が
年
金
受
給
額
の
１
／

　

２
を
超
え
な
い
世
帯

みんなで支える
国民健康保険制度

国
民
健
康
保
険
税
の
納
付

　

国
民
健
康
保
険
税
は
、
加
入

者
が
病
気
や
け
が
を
し
た
と
き

の
医
療
費
に
あ
て
ら
れ
る
国
民

健
康
保
険
を
支
え
る
大
切
な
財

源
で
す
。

　

市
の
国
民
健
康
保
険
か
ら
支

払
わ
れ
る
医
療
費
は
依
然
と
し

て
高
い
水
準
に
あ
り
、
国
保
財

政
は
と
て
も
厳
し
い
状
況
で

す
。保
険
税
の
納
付
に
つ
い
て
、

ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い
し

ま
す
。

国
民
健
康
保
険
へ
の

加
入
・
脱
退
の
手
続
き

 

国
民
健
康
保
険
の
加
入
・
脱

退
は
手
続
き
が
必
要
で
す
。　

　

加
入
の
手
続
き
が
遅
れ
た
場

合
、
加
入
資
格
を
得
た
日
ま
で

さ
か
の
ぼ
っ
て
保
険
税
を
納
め

る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

脱
退
の
手
続
き
が
遅
れ
た
場

合
、
さ
か
の
ぼ
っ
て
資
格
を
喪

失
す
る
こ
と
に
な
る
た
め
、
そ

の
間
に
、
国
民
健
康
保
険
の
被

保
険
者
証
を
使
っ
て
し
ま
う

と
、
市
が
負
担
し
た
医
療
費
を

返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
ま

た
、
保
険
税
と
新
た
に
加
入
し

た
健
康
保
険
の
保
険
料
を
二
重

に
納
め
て
し
ま
う
こ
と
に
も
な

り
ま
す
。

普通徴収
（納付書納付・口座振替）

特別徴収
（年金から天引き）

7 月 8 月 9 月 10 月 12 月 翌2月

保険税の 1/2 保険税の 1/2

令和 6年度の保険税の総額

国民健康保険制度とは

　病気やけがをしたときに、安心してお医者さんにかかることができる
ように、日ごろからお金を出し合い、みんなで助け合う制度です。

保
険
税
の
納
付
方
法

　

保
険
税
の
税
額
は
世
帯
ご
と

に
決
定
し
、
世
帯
主
が
納
税
義

務
者
と
な
り
ま
す
。

　

保
険
税
は
、
前
年
の
所
得
と

加
入
者
数
に
応
じ
て
、
世
帯
ご

と
に
４
月
か
ら
翌
年
３
月
ま
で

の
１
年
間
の
税
額
を
算
定
し
ま

す
。
７
月
中
旬
に
令
和
６
年
度

分
の
納
税
通
知
書
な
ど
を
、
世

帯
主
あ
て
に
郵
送
し
ま
す
。

▼
普
通
徴
収
の
世
帯　

　

国
民
健
康
保
険
税
納
税
通
知

書
を
郵
送
し
ま
す
。

納
期　

７
月
か
ら
令
和
７
年
２
月

　

ま
で
の
毎
月
末（
全
８
回
）

納
付
方
法　

国
民
健
康
保
険
税

　

納
税
通
知
書
に
よ
り
金
融
機

　

関
・
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト

　

ア
・
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
決
済

　

な
ど

※「
口
座
振
替
」を
希
望
す
る
人

　

は
、
納
税
通
知
書
に
記
載
の
金

　

融
機
関
ま
た
は
市
役
所
窓
口
に

　

納
税
通
知
書
、
通
帳
、
届
出
印

　
（
市
役
所
で
手
続
き
す
る
場
合

　

は
不
要
）、
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー

　

ド（
暗
証
番
号
の
入
力
が
要
）、

　

本
人
確
認
書
類
を
持
参
し
て
く

　

だ
さ
い
。

▼
特
別
徴
収（
年
金
天
引
き
）の

　

世
帯

　

国
民
健
康
保
険
税
特
別
徴
収

額
決
定
通
知
書
を
郵
送
し
ま
す
。

マイナ保険証をご利用ください！
　12 月 2 日以降、現行の保険証は発行されなくなります。
　現在お使いの保険証の有効期限は 7 月 31 日までです。8 月から令和 7 年 7 月 31 日までの有効期限が
記載された新しい保険証を、7 月中旬に世帯主あてに郵送します。古い保険証は保険年金課に返却、ま
たは個人で処分をお願いします。
　12 月 2 日または保険証の有効期限以降、マイナ保険証を保有していない人へ「資格確認書」が交付され
ます。「資格確認書」を使用して引き続き医療を受けることができます。
▼マイナンバーカードを保険証として利用するためには
　スマートフォンやパソコン（IC カードリーダーが必要）を使ってマイナポータルから登録が必要です。
※セブン銀行 ATM や市民課窓口、医療機関・薬局の顔認証付きカードリーダーで申し込みができます。
▼マイナ保険証を使うメリット
・より良い医療を受けることができます。
　医師が、患者の同意を得た上で、過去のお薬情報や、健康診断の結果を見られるようになるため、身
　体の状態や他の病気を推測し、治療に役立てることができます。
・手続きなしで高額医療の限度額を超える支払を免除できます。
　現在、マイナ保険証を利用していなく、限度額適用認定証などを有する人は、8月から新しい認定証
　が必要ですので、申請をお願いします。

非
自
発
的
失
業
者
の

保

険

税

軽

減

制

度

　

国
民
健
康
保
険
加
入
者
で
解
雇

や
雇
い
止
め
な
ど
、
特
定
の
理
由

に
よ
り
離
職
し
た
人
は
、
保
険
税

の
軽
減
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る

場
合
が
あ
り
ま
す
。

対
象 

つ
ぎ
の
要
件
す
べ
て
に
該

　

当
す
る
人

①
離
職
日
が
令
和
５
年
３
月
31
日

　

以
後
の
人

②
離
職
日
時
点
で
の
年
齢
が
65
歳

　

未
満
の
人

③
雇
用
保
険
受
給
資
格
者
証
の
交

　

付
を
受
け
、
離
職
理
由
コ
ー
ド

　

が
11
、
12
、
21
、
22
、
23
、
31
、　

　

32
、
33
、
34
の
い
ず
れ
か
の
人

軽
減
内
容　

離
職
し
た
人
の
前
年

　

の
給
与
所
得
を
70
％
減
額
し
て

　

算
定

口
座
振
替
新
規
申
込
み

キ
ャ
ン
ペ
ー
ン（
先
着
順
）

　

口
座
振
替
を
利
用
す
る
と
、
納

期
限
ご
と
に
振
替
納
付
さ
れ
る
の

で
、
手
間
が
省
け
、
忘
れ
て
し
ま

う
こ
と
も
な
く
安
心
で
す
。

　

新
た
に
国
民
健
康
保
険
税
の
口

座
振
替
を
お
申
込
み
さ
れ
た
世
帯

に
、
お
米（
幸
手
産
米
３
０
０
ｇ
）

を
プ
レ
ゼ
ン
ト
し
ま
す
。
お
早
目

の
手
続
き
を
お
願
い
し
ま
す
。

　職場の健康保険や後期高齢者医療制度に加入している人、生活保護を受けている人などを除いて、その市区町村に
住んでいる人はみんな国民健康保険に入らなくてはいけません。加入は世帯ごとですが、一人ひとりが被保険者です。
1.お店などを経営している自営業の人
2. 農業や漁業などを営んでいる人
3. パート・アルバイトなどをしていて職場の健康保険に加入していない人
4. 退職して職場の健康保険を脱退した人
5. 一定の在留資格を有し、住所があると認められた外国籍の人（医療滞在ビザで入国した人、観光・保養目的の在留
　資格を持つ人などは除く）。

区　分 内　容 計　算　方　法　な　ど

医療給付費分 国民健康保険加入者の医療
費分

・所得割（7.4％）×世帯の加入者の賦課対象所得の合計
・均等割（1人あたり 35,500円）×世帯の加入者数　　　【賦課限度額 65 万円】
◇旧税率　所得割：7.4％　均等割：27,500 円

後 期 高 齢 者
支 援 金 分

75歳未満の人が負担する後期
高齢者医療制度への支援分

・所得割（2.5％）×世帯の加入者の賦課対象所得の合計
・均等割（1人あたり13,000円）×世帯の加入者数　　　【賦課限度額 22 万円】
◇旧税率　所得割：2.1％　均等割：11,800 円

介護納付金分
40歳以上65歳未満の人（介
護保険第 2 号被保険者）が
負担する介護保険分

・所得割（2.1％）×世帯の 40歳以上 65歳未満の加入者の賦課対象所得の合計
・均等割（1人あたり 12,000円）×世帯の 40 歳以上 65 歳未満の加入者数
【賦課限度額 17 万円】　◇旧税率　所得割：1.6％　均等割：10,400 円

国民健康保険に加入する人はこんな人！

※賦課対象所得とは、前年の総所得金額などから 43 万円の基礎控除を差し引いた残額です（合計所得金額が 2,400 万円まで
　の場合）。

問合せ　保険年金課☎（43)1111 内線 143、144・（43)1125

国
民
年
金
保
険
料

免
除
・
猶
予
制
度

　
　

保
険
料
の
納
付
が
困
難
な
場

合
、
申
請
し
承
認
さ
れ
る
と
保
険

料
が
免
除
ま
た
は
猶
予
さ
れ
ま
す

（
所
得
審
査
あ
り
）。
申
請
月
の
２

年
１
か
月
前
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

※
マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
か
ら
ス
マ
ホ

　

で
電
子
申
請
が
で
き
ま
す
。

「
国
民
年
金　

電
子
申
請
」で
検
索

▼
特
例
認
定　

　

つ
ぎ
の
場
合
な
ど
は
、
特
例
に

よ
り
免
除
・
猶
予
に
な
る
場
合
が

あ
り
ま
す
。

○
退
職（
失
業
）の
場
合
／
雇
用
保　

　

険
受
給
資
格
者
証
な
ど
公
的
機

　

関
の
証
明
の
写
し
を
提
出
し
た

　

場
合

○
天
災
な
ど
の
場
合
／
震
災
・
風

　

水
害
・
火
災
な
ど
に
よ
り
、
住

　

宅
、
家
財
な
ど
に
つ
い
て
、
被

　

害
が
最
も
大
き
い
財
産
の
損
害

　

が
お
お
む
ね
２
分
の
１
以
上
で

　

あ
る
場
合

▼
保
険
料
の
追
納

　

免
除
や
猶
予
を
受
け
た
期
間

は
、
保
険
料
を
納
付
し
た
と
き
に

比
べ
、
年
金
受
給
額
は
少
な
く
な

る
た
め
、
10
年
以
内
で
あ
れ
ば
追

納
が
で
き
ま
す
。

▼保険税の内容　国民健康保険の安定的な運営を図るため税率などを改正しました


